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第 9 回 北川原公園ごみ搬入路の違法性解消に向けた検討会 逐語録 

 

日 時 ：令和６年 11 月 23 日（土） 14 時 00 分～16 時 00 分 

場 所 ：日野市クリーンセンター プラスチック類資源化施設 ２階多目的室 

参加者 ：検討会委員 13 名、事務局 6 名 合計 19 名 

配布資料：①【資料】次第 

     ②【資料】席次表 

          ③【資料】第 9 回検討会資料（パワーポイント） 

     ④【資料】市民会議ニュース 

     ⑤【資料】第 8 回検討会 要点録 

     

【議題】 

１．開会 

（１）本日の検討会について 

２．報告事項 

  （１）市民会議について 

  （２）社会実験について 

  （３）意見募集結果について 

  （４）都市計画変更の実施について 

３．議事 

   （１）解消策の選定について 

（２）周辺環境改善の提案について 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

４．閉会 

 

１. 開会、本日の検討会について 

事務局   定刻になりましたので、ただいまから第 9 回日野市北川原公園ごみ搬入路の

違法性解消に向けた検討会を開催いたします。本日はお忙しいところ、ご出席

をいただきまして誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていた

だきます、環境共生部主幹の川鍋でございます。よろしくお願いいたします。 

まず会を始める前にお願いがございます。本日は、オンライン配信と、後日動

画を公開するため、動画の撮影をしておりますので、ご了承いただければと思

います。また、ご発言の際はマスクを外した上でマイクをお使いいただき、ま

ずお名前を言ってからご意見ご質問をいただければと思います。ご協力をお

願いいたします。始める前に、まず机上に配付させていただいた資料の確認を

いたします。まず本日の次第、次に席次表、説明用のスライドの写し、市民会
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議の内容をまとめたニュース、前回の要点録以上 5 種類となります。過不足

等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれから先の進

行は伊藤会長にお願いしたいと思います。伊藤会長よろしくお願いいたしま

す。 

伊藤会長  それでは、だんだん寒くなったり暖かくなったりしておりますけれども、皆さ

ん、いかがでしょうか。それでは次第に沿って進めていきたいと思いますが、

まず第 1、一番がですね本日の検討会について、ということで、今回はですね

市民会議、社会実験の結果、意見募集の結果を踏まえて都市計画変更の実施に

ついて、方策の選定、周辺環境改善の提案についての議論を行いたいと思って

おります。ではまずですね、(2)の市民会議について、(3)社会実験について、

(4)意見募集結果について、(5)都市計画変更の実施について事務局から説明を

お願いします。 

 

２. 報告事項 

事務局   では事務局よりご説明いたします。資料の 2－(1)市民会議についてというこ

とでのご説明から入ります。映っております通り市民会議 10 月 27 日土曜日

に開催しました。10 時から夕方 5 時ぐらいまで、まさに 1 日ぐらい長丁場だ

ったんですけれども皆さんのご協力を得て開催されています。参加者が、無作

為で抽出された市民参加の方が 27 名、傍聴が 12 名、検討委員会の方、委員

にもご出席いただいて 9 名ですね。それから周辺自治会の代表の方 7 名とい

うことで、合計 55 名の参加ということになってございます。 

内容が第 1 ラウンドから第 3 まで午前から午後にわたって行われまして、午

前中がまさに今、委員会、検討会と同じテーマですね我々が提起してきた、あ

の二つの案を評価しようということで午前中のテーマ。それから、午後が第 2

ラウンドで周辺環境整備のアイディア出しとか 30 年後の焼却場撤去、それか

ら市長さんへの手紙書いてみようとか、そういったテーマで開催されました。

その内容が、お手元にニュースとしてお配りされているかと思います。そのニ

ュースが、今ちょうどあの今日、日野市のホームページからダウンロードでき

るような環境にもなると聞いています。お手元の資料で言うと①②ですね、午

前中のテーマが今映っている搬入路。①が搬入路の北側への集約立体化案。そ

れから、②が、現状の南北搬入路を活用した残置活用案、現状案ですね。その

二つの案についての大きな議論をいただいたということでございます。その

他、ニュースとしてはもろもろあったので、かなりのボリュームになってござ

います。資料の方に戻りますが、その結果ですね。グループ、まず午前中は 6 

班、A から F までのグループワークみたいな形で行って、6 班のグループでの

意見集約ということで、上段のブルーのところですけど、1 2 3 とありますが、

①案が結論としては 3 グループで、②案現状維持案が 1 グループ。グループ
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としては判断がつかないという保留の回答だったのが 2 グループという結果

になっています。一方ですね、個人で見解を述べていただいたところでは、①

が 8 名、②が 11 名と③の判断がつかないが 5 名で、④どちらもある。一長一

短あるけれども、別の案を検討すべきというのが 2 案、2 名ですね、合計とい

うことでした。やはりグループでの見解と、個人での見解が、食い違った結果

に集約的にはなったので、まさに検討委員会の中でも言われています通り、な

かなか結論の出しにくい難しいテーマなんだなという認識が、改めてわかっ

たというようなことでございます。結果としては、総括的にはこういうことで、

どちらに振りにくいという結果でございました。 

次に午後のテーマですけど周辺環境整備のアイディアについてということで、

ここはグループ発表で、午後は人数の関係上、5 グループ、5 班でやったんで

すが、その結果をまたこれ淺海委員の方にも総括いただいて、①が開発するも

のではなく、今あるものを生かすとか、②この場所は学びの宝庫であるとか、

③ネットワークを結んで価値を高めるであるとか、自然との共生とかいうキ

ーワードがかなり目立ったような結果でございました。それを総括いただい

たキーワードとしてはピープルミートネイチャーという結果となってござい

ます。で、こちらも午後のテーマの一つでしたが 30 年後の焼却場撤去を目指

してということで、3 市市長さんへの手紙ということでお預かりをして、当日、

皆さんからご参加いただいた皆さんから記載いただいた手紙については、国

分寺市、小金井市の市長さん、日野市長を含めですね、共有される予定でござ

います。皆さんの思いがもろもろ届くという状況になってございます。 

はい、承知しました。恐れ入ります。今、その手紙のくだりは 7 ページのお話

でございました。失礼しました。8 ページが次の内容です。市長さんの手紙と

別にですね、参加した感想で、今回の搬入路についての解消策とか周辺環境整

備改善に関するものということでの整理をしてございます。それが 8 ページ

にまとめてございまして、搬入路ごみ搬入路の解消策に関するものが 10 件回

答ご意見ございました。①北側集約の高架案ですね、に賛成というのが 2 件

あって、迷惑施設の環境改善という本来の趣旨から案 1 が望ましいとか、た

だ新しいルート、近くに住む方々への影響があって不満が生じていることも

理解された。それから公園を利用する市民の安全のためにも案①は必ず実施

してほしいとかいう意見が 2 件、それから②現状維持案に賛成というのが 4

件ございました。案 1 は新たな渋滞や交差点での事故リスクを高めるために

選択すべきとは思えないとか、バイパスの南北を無理に対応しようとするの

ではなく別の公園として活用するなど工夫すれば良いとか、それから都市計

画の変更見直しだけで良い、あるいは無駄なお金をかけなくても良いとかい

うのが、②の賛成理由ということでした。その他は 4 件ございまして、もろも

ろご意見をいただいています。それから下段の方ですね、周辺環境改善に関す
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るものも 4 件あって、検討会でも議論されていた内容をなぞるようなご意見

が多かったところでございます。次まいります。で、次が 9 ページですね。

(1)が市民会議の結果のご報告と、(2)に入ります。 

社会実験についてが 9 ページからです。社会実験と称しまして、北川原公園

のごみ搬入路、今回あの案の結論によっては北側集約になった場合に、ルート

変更が生じまして、南側から入っていく、入っていたはずのごみ搬入車パッカ

ー車が仮に万願寺の交差点のところで U ターンがかかって北側に入っていく、

北側集約するルート変更に伴う影響をチェック、評価するために 1 週間社会

実験を行いました。なのでごみ収集車に協力いただいて、赤いルートで入って

いただくということにしました。拡大図がございますが、撮影箇所、１番 2 番

とかありますがここでビデオの撮影、撮ったり、渋滞がいつもよりひどくなっ

てないかというチェック、そうしたことを行っています。結論結果ですけれど

も、渋滞は元々いなげやの後ろあたりまで 100 m150 m まで繋がっているケ

ースが結構あってですね、一つの信号が青赤右折矢印まで、1 サイクルが概ね

2 分ちょっとある信号になっています。その 1 サイクル回っていく間に 100 m

ぐらい溜まってはまた流れてというのの繰り返しになるんですけど、多い日

ですね。ピーク時間、朝昼、概ね朝と夕方ですけど、そこで言うと、火曜と木

曜日 2 回ぐらいは 300 m ぐらい渋滞が並ぶというケースも時間的には、一時

的に並んでしまうというケースもありました。それは元々ある渋滞の中に、そ

の 1 サイクルの中にパッカー車がピークでいうと、1 サイクルで 1 台か 2 台

一緒に合流する形なので、そのパッカー車が渋滞の原因になっているかとい

うとそこまでは言えないけれども、何らかの影響はあるだろうというちょっ

とかなり曖昧な、はっきり申し上げにくいような結果だったんですが、元々混

んでいる中で、見えにくいけれども何らかの影響ありそうだということがあ

りました。それよりも U ターンによる影響の方が目に見えて、よくわかるこ

とがあったのでいくつか書いてございます。U ターンする間に、写真ちょっ

と見にくいですかね。1 回、下りに入っていって、いなげや側に戻ってくるわ

けですけど、そこで横断歩道のところで歩行者側が先に青になってしまって、

戻るときに、干渉する、接触が懸念されるという事例があったので、ちょうど

そのところの動画を今見えていますところ、わかりますか。いなげや側から取

った画角になっています。で、パッカー車が今、右折しようとしているところ

でこのパッカー車が U ターンで戻ってくるような形になります。手前側が北

川原公園の南側のルートになるので、そこに入っていくという手前の動画で

す。今この瞬間に歩行者側が青になっていて、右折矢印がもう終わってしまっ

ています。タイミングによっては右折の一番最後に乗っかったときに、こうい

う状態がたまに生まれる。皆さん懸念されていて運転手の方々もちょっと危

ないなと。ここちょっと見にくいかもしれないけどここ青になっています。な



 

 

 5 / 31 

 

ので歩行者が先に歩き始めます。早く行きたいものですから、パッカー車側も

かなり突っ込んでいって、行くというので、ちょっとこの辺の交差感が少し危

険だなということで問題提起をしていました。これは運転手さん方のアンケ

ートの中でも危ないなというご意見は散見されたというところです。今申し

上げました通りごみ搬入業者へのヒアリングということでご意見を伺ったの

が 11 ページにまとめてございます。で、たまたま社会実験中は、季節でいう

と交通量が多い時期ではなかったけれども、あの多い時期だともっと大変だ

ろうとかですね、右折時にやはり他の一般車に対しての迷惑をかけそうで、ク

レームがでそうだという心配だとか、中段が歩行者との接触等危険性につい

ては何件か見られたこと、そういったことが見られました。で、10 ページの

下の方にちょっと総括的に書かせていただいて、すいません戻りますね。U タ

ーン自体は可能なんですね、その局所的に難しいところがありそうですけれ

ども可能なんですが、横断する歩行者との接触、それから周辺を通行する車両

との接触の危険性があるということで見られたので、オレンジで書いていま

すが、日野万願寺駅前交差点での U ターンは不適当ではないかというふうに

まとめています。U ターンを行う場合は危険性が低い箇所、ちょっと違う交

差点で戻ってきていただくとか、何らか工夫が必要だろうなというふうに総

括的にはあの整理をしてございます。 

次が 2 の(3)、12 ページに参ります。意見募集結果についてということで広報

ひの特別号にて募集したご意見ですね。これがあのメールとかネット上で回

答いただいた市民さんからの一般的なご意見ということで、これも①②案に

ついてのご意見が 5 件ほど届いています。①案、北側集約立体化案に賛成と

いうのが 1 件、です。交通誘導員の削減が可能だとかっていうご意見があっ

たのが 1 件それから②案、現状維持案に賛成というのが 2 件、で、今から新

たな構造物を整備するのは反対であるとか、何らか費用削減の工夫ができる

んじゃないかというご意見があった。その他 2 件です。周辺環境整備につい

ては 3 件あって公園の災害対策機能強化とか、公園設備の充実、万願寺グラ

ンド跡地現状のままの公園化しないで欲しいとかそういったご意見があった

とその他 5 件ほど届いています。 

次の 13 ページ、2（4）都市計画変更について、ちょっと一気に行っちゃって

いますけど、ご説明させてください。都市計画変更の手続きですが、検討会の

命題の一つであります早期に違法状態解消を目指すということの一つでござ

いますので、早期にやっていくということも考えています。解消案 1、2 が今

議題になっていますが、どちらを選定した場合でも、都市計画変更が必要にな

るということはこれまで何回かお話させていただいてご理解いただいている

ところかなという認識でおります。南北の搬入路部分、対象が少し違うことに

なりますが、都市計画変更の手続きはいずれにしても必要なので、この画像に
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写っていますオレンジの南も北も、都市計画公園から一旦除外するエリアと

して対象になっていて、これを、都市計画変更手続きを進めてはいかがかなと

考えています。で、案 1 を選定した場合は、新たに都市計画公園とするエリア

がブルーで南側のところは戻していくとか、そういうことも考えられるので、

その結論結果に応じてその都市計画変更の、先も変わる可能性はありますが、

いずれにしてもオレンジのところは、一回都市計画の範囲から、公園としては

ですね、外していく手続きを協議とか準備とか、そういったことを進めていか

なければならないというふうに考えています、ということで、今のところの都

市計画変更までのスケジュール案ですが、今年の 12 月も近々にももう手続き

的には入っていって、来年の 5 月ぐらいを都計審、都市計画審議会の方に諮

っていくとか、そういったスケジュールを考えてもよろしいかなということ

で、提起させていただいています。広報ひの、下段のとこですねオレンジで囲

んだところを書いていますけど広報ひの特別号に意見募集をしたところ、市

民会議での討議そういった中でも当面の違法性解消のための都市計画変更に

対する反対意見等はなかったので、都市計画変更の手続きを開始しますとい

うことで事務局としては考えたいということでおります。ここまでです。 

ごめんなさいもう 1 枚ありましたね。すいません、14 ページが都市計画変更

の手続きの 2 枚目でございます。都市計画変更の手続きを何らか、いずれに

してもですね行うとすると、都市計画公園の面積の減少が生じます。今、最大

でも 5600 ㎡ぐらいの減少分があるので、この代わりを考えてきたところでそ

の候補としてその一つが万願寺グラウンドの跡地、東側というのが、いま位置

図、映っていますけどそこが対象で候補としてなっていまして、約 6000 ㎡ぐ

らいで、同等の回復が見られるということです。北川原公園の都市計画変更と

同時に、公園面積減少分の補填が可能な場所、それから周辺自治会からも公園

候補地としてご提案いただいている場所と、これ二つを合わせて考えると今

後周辺地域の方々への説明も行った上で、追加しての手続きに入ってまいり

たいというのが今の現状、考えているところです。右下※印ですが、周辺環境

改善の提案について議論していく中で、別途公園緑地にすべき場所のご提案

がいただけた場合には周辺環境の議論の中で引き続き検討してまいりますと

いう位置付けにしたいと考えています。大きな 2 番については一通りご報告

事項を含めてここまでで、会長に一回お返します。 

伊藤会長  あの議事として進行表を見ますと、解消策の選定についてというのと、周辺環

境改善の提案についてというのと、それは次のまた説明があってからという

ことで、あと都市計画変更に今のことについてもあると思うんですが、とりあ

えずいきなり解消策云々というんじゃなくて、僕の方から、あの提案をして実

施していただいた市民会議ですね、9 名の委員の方にも参加していただいたん

で直接見ていただいているので、その市民会議自体は、より広い地域の市民の
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方のどう考えるのかっていうことを、一応お聞きをした方がいいんじゃない

かということで提案したんですけど、当日の結果についてちょっと感想など

を一言ずつでもお伺いをしできればなと思うんですが、いかがでしょうかそ

ちらから。 

江藤委員  江藤です。先日の会自体は、非常にいろんな意見が出て、ごみ収集員の方の意

見とか、非常に参考になりました。今まで我々ずっと 1 年やってきて、かなり

視野がある意味狭くなっていたところがあったと思うんですけれども、それ

に気づかされるような、俯瞰的に客観的な意見をいろいろいただいて、私の中

での意見もある程度、まとまったかなと思います。でも一番は、委員会として、

1 案を押すっていうような感じで打ち出して、資料も何となくそういう感じに

なっているなと思っていたんですけれども、それで市民会議の結果、大半の賛

同が得られれば、そういうことなのかなと思っていたんですが、結局そうには

ならなかったのでそれはちょっと真摯に受け止めなければいけないなという

ふうには思いました。はい、以上です。 

村木委員  はい、村木です。市民会議の企画立案からご準備それから参加していただいた

市民の皆様に感謝申し上げたいと思います。それでですね、いろんな意見が出

ましたが、やはり事前に資料を配っているとはいえ、限定された時間の中で、

市民の方にご意見を募るということになると、こういう形の結果もあるだろ

うなと思いました。市民の皆さんの意見をですね、この委員会でどう反映させ

るかという問題ですが、市民のご意見の中には例えば、公園整備の全体像がわ

からないのに、南北の往来にお金をかけてもしょうがないという意見もあり

ましたので、やはりその辺はですね、我々委員会で、最終的にどの案が妥当か

という答申を出すにあたっては、市民会議の意見をそのまま反映させるとい

いますか、市民会議がこう言ったから、委員会としてもこうするということで

はなくて、ぜひ市民会議の設定された疑問に対してですね、こうだからこうな

んだと、将来の例えば公園施設整備であれば、こういう公園を整備するからこ

の例えば割引が必要だとか、きちんとその辺はですね、委員会は委員会で市民

の方の意見のきちんと伺いつつも、それに対するきちんと委員会としての意

見も表明しながら、答申を出していければいいなというふうに考えたところ

でございます。以上です。 

金子委員  はい、金子ですけども、私はですね、やっぱり実践からこの意見が出てくる重

みをですね、痛切に感じたなと思う。それはごみ収集車のですね、方の意見な

んですね。交通指導員は何か昭島とかにいないと、いうことと、運転手として

一番信頼しできるのは、隣にいる助手席の方の意見だと、いうようなことをお

聞きしましてね、なるほどなと。どっちの案になるかわからないんですけども、

もし２案になったらですね、指導員の見直しと、もう一つは交通安全対策の充

実と、この 2 点が大きな課題かなと、こんなふうに捉えさせていただきまし
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た。以上です。 

赤久保委員 赤久保ですけども、あの当日は、我々行政委員はちょっと参加しておりません

ので。 

笠間委員  笠間です。市民会議の参加の皆さんのいろいろなご意見を伺いながら特に感

じたことっていうのは、やはり北川原公園のあの地区広場の方ですね。あちら

の方をあの場でご覧になった方々が、なんか青写真もないまま、南北の交通が

どうのって言っているけれども、青写真のないままっていう、いうふうにあの

状況を見たらやはりそう思われるんだろうなっていうふうに思った次第で、

やはりどういうやはり公園を作っていくのかというようなことも含めて検討

会の方としてもなかなかイメージが持ててなかったし、私自身もそうですけ

れども、何かそういうことも含めて、提案した上で考えていただくっていうよ

うなね、そういうふうになれればよかったのかなっていうのが一つと、それか

らあとはお金の問題ですね。新しい築造費に 6 億もかけてっていうようなこ

とをおっしゃって、なんですけれども、実際はそういう部分はとても目立つん

だけれども交通誘導員の方々のやはり費用というものがあれだけかかってい

るんだっていうことも含めてね、もうちょっとやっぱりその辺のあたりを、何

らかの追加説明みたいなことも含めて、あると良かったのかなっていうよう

なふうに思いました。その他、ちょっと思うところはありましたけれども、ほ

ぼ以上の内容でした。はい、ありがとうございます。 

窪田委員  やっぱり私が感じたのはですね、迷惑施設ができるにあたって、街を全体に調

和のとれた良いまちにしていくっていう、その視点からポイントとして、北川

原公園が位置づけられた。いわば原点っていうものがもう少し明確に確認さ

れていく必要があるのかなと。現状からスタートしますと、公園らしいものは

できていませんし、今できている公園っていうのも本当にこれが公園かって

まだまだこれからの作るべき公園ですので、現状からスタートするとあのよ

うな議論も二分するような議論もやむを得ないのかなと思いましたけれども、

私どもは私としては、迷惑施設ができるにあたって、この地域の要となる環境

を良くする施設として公園計画ができたと、それは法的存在にもなったわけ

で、計画として。このことを私達としては大事にして、どうしたらどうしてど

ういう方法で早く公園を作ることによって地域的な良さを出していくのかっ

ていう視点をもう少し深める必要があるのかなと実感いたしました。 

淺海委員  はい淺海です。短時間ではありましたけれども、委員会では気づかないいくつ

かの視点があの場で出されて、それは私達の議論にとても役立つんではない

かというふうな印象がまず一点あります。そういうことを踏まえながら、委員

会としては、何らかの結論を出すに当たって、そのことにも含めて説明できる

ような議論をした上で結論を出せればいいなというふうに思っています。そ

れからもう一つは、周辺環境というか北川原公園のあり方とか、周辺の環境っ
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ていうのを第 2 ラウンドでやったんですけれども、第 1 ラウンドで出されて

いたのは、北川原公園の将来像青写真がないと、周辺がどうなるかってわかん

ない中で結論が出しにくいということだったんですけれども第 2 ラウンドを

やった上で、もう一度話し合っていくと、どういう結論になったんだろうかっ

ていう、その辺も後で思い返すと、あってもよかったのかなというふうに思い

ました。以上です。 

中谷副会長 中谷です。限られた時間で、あれだけたくさんの人が議論に参加していただい

て、情報も限られている中で、しかし出るべき意見が全て出たなというのが率

直な感想です。出るべき意見の中では、この検討委員会の中で、議論をしてき

て行って、こういう方向ではないかっていうふうに積み重ねてきた問題もあ

るし、先ほどから出ている例えば青写真っていうのは私はちょっとそうか抜

けていたなっていうなことを思いました。確かに南北一体化すれば、もっと素

晴らしい公園の展望ができるっていうそういうつもりで議論してきたつもり

なんですが、結構抽象的でもう少しそこら辺のところをよく議論していく中

で、搬入路の問題をどう扱っていくのかとこういうふうな討論になればよか

ったかなと。検討委員会の中でももう少しそこら辺を詰めなくちゃいけない

のかなと。いうような感想を持ちました。 

伊藤会長  自分で企画しておいてあれなんですけど、もうちょっとはっきりした、どちら

か判断が寄るのかなという感じもしていたんですけれども、先ほどから皆さ

んご指摘のように、少し情報提供等不十分だっていうことはあるかもしれま

せんが、なかなかどちらを選ぶか悩ましい問題という意味では、そういう結果

になったなという事でですね。この検討委員会でもどういう提言としてまと

めるのかというのが、ますます難しいなという印象を受け持たざるを得ませ

んでした。感想で聞きいたわけですけど、ということで委員の方に委員の方そ

れぞれの思いやご意見は別として、市民会議のですね、直接のご感想をお聞き

したわけですけれども、今日は一応市民会議の意見や、この委員会のまた議論

や、地元の考え方のいろんなお考えなども含めて、どういう解消策ということ

をですね、委員会としてまとめていくのかという議論をこれからちょっとし

なきゃいけないんですけども、特にあまりストーリーがないんですが、何かご

意見がありましたら、ぜひ、 

淺海委員  その議論に移る前に、冒頭の説明の中で確認したいことが 3 点ほどありまし

て、それをちょっと聞きたい、聞かせていただいてよろしいですか。まず 1 点

目なんですけれども、これは何ページ、10 ページ。10 ページのスライドで、

一番下のオレンジ色のところで、日野万願寺駅交差点での U ターンは不適当、

U ターンを行う場合は上危険性が低い箇所で行うべきということが書かれて

いるんですけれども、事務局として、どっかその可能性がある場所をどのよう

に考えているのかっていうことを、がありますかというのが一点目です。それ
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から 2 点目は、14 ページ、12 ページですね。12 ページで、特に 2 案につい

て、オーバーパスを作るって言ったときの、費用面の懸念というのが出されて

いたと思うんですけれども、その中で日野市だけが出すことについての心配

みたいな意見がいくつかあったと思うですけれども、これ実際にやる場合は

日野市だけのお金ではなくて、今までのなんていうんですか、3 市から集めた

お金が使われるっていうことではないのかと僕は思っていたんですけれども、

ちょっとそこら辺の確認をしたいっていうのが 2 番目です。それから 3 番目

はですね、14 ページの北川原公園の都市公園面積の減少分を、万願寺グラン

ド跡地ということで、出されているんですけれども、と同時に、※印で、別の

提案があればということが書いてあって、これは万願寺グラウンドが決めて

いるわけじゃなくて、あるいは検討委員会にここでいいですねって確認され

ているわけではなくて、この場で何かこれについて、結論出すんじゃなくてと

りあえずそれは決まってないこととして、議論を進めていいということでよ

ろしいかということです。その 3 点です。 

事務局   事務局の川鍋です。まず一点目、U ターン他の場所がっていうことなんですけ

れども、これ社会実験をやるときに日野警察署の方とも協議をさせていただ

いて、1 週間ぐらいであれば、社会実験いいよということで、そういう許可で

はないですけども、協議をさせていただいやらせていただきました。その中で

もですねここの万願寺の交差点で U ターンすることはどうなのかということ

は社会実験やる前からですね、日野警察の方から言われたところです。それは

今あった通り右折レーンが渋滞するとかですね、歩行者が多いとかそういう

交差点であるということで、結果もですね、やってみて動画も見ていただいた

かと思うんですけれども、やはり歩行者が多くてですね、交通量というか、右

折が多いところというところで、この交差点では U ターンをやるのはよくな

いんじゃないかというような認識でございます。なので、可能性としてはもう

1 個先の交差点であるとかそういうところが可能性があるんじゃないかとい

うふうには考えているところでございます。ただしやはり安全対策というと

ころで、例えば信号を改良して U ターン、他の小さな交差点ですとその先の

小さな交差点ですと、右折の矢印での信号制御はしてないようなところです

のでそういう改良をした上で、右折だけできる時間帯を設けてやるのであれ

ば、可能性はあるのかなというところです。やはりパッカー車による事故とい

うものはなるべくというか、絶対避けなければならないというところで、そう

いう安全対策をした上でならできるのではないかなというところでは、U タ

ーンについてはですね、考えているところでございます。2 番目の費用面、費

用負担のことでございます。費用負担については今後財源、どういう財源を使

っていくかっていうのは、ご提案を受けた上で決めていかなければならない

ところで、この検討会でどの財源を使いますよというところは、決めるべきと
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ころではないのかなとは思っています。その一つの候補として財源の候補と

して２市からいただいている周辺環境整備費というものがございますのでそ

れも考え方の一つとしてあるということでは、事務局としては認識していま

す。3 番目の万願寺グラウンドでございます。以前から東京都とは事前相談を

させていただいていますよということはお伝えしていた通りなんですけれど

も、全体的な計画として、緑を残すという東京都にしろ日野市にしてそういう

基本方針がある中で、都市計画公園という、位置づけているものが減少するそ

れに対応する措置は必要だろうということで協議は進んできているところで

ございます。今回北川原公園の搬入路について減少する分については、万願寺

グラウンドでそれを補填するというようなことで、市としては考えておりま

して、それについてはですね、まずは万願寺グラウンドの周辺の方々への説明

でご理解を得る努力をしていく、そういうことを開始しようかなというふう

に思っております。14 ページの一番下の点線で書かれたところについてはで

すね、点線で書かれたことについては、東京都も日野市の方も緑を増やしてい

くというか、そういう掲げていますので、面積必要であればですね、新たに都

市計画公園を別の場所で指定することもできますし、公園化を、都市計画公園

じゃなくてもですね、広場とか公園化を実際に整備したりということは考え

ていけるのかなということで、減少分が万願寺グラウンドでやるので他のと

ころはしませんよということではなくて、今後の周辺環境整備で提案をいた

だいた上でですね、何か必要があればそういうことも指定をしてですね公園

を増やしていく、緑を増やしていくということは考えられるということで、点

線の部分で書かさせていただいたところでございます。以上でございます。 

淺海委員  っていうか、だから 3 番目は、市としてはもうほぼ万願寺グランド跡地を、代

替地、代替地っていうのかな、なんて言えばいいのかなそれを候補として考え

ているってことで、もっと言うと、例えばこれ都市計画審議会に、その上段の

外すときにそれを下にあることとセットでだされて説明するような考えがあ

るのかどうなのかってことを、がまだ気になっているんですけど。 

窪田委員  万願寺グラウンドですけども、私個人的には、全体を公園にしていただいたら

一番いいなとかねがね思っていたところなんですけれども、万願寺グラウン

ド全体を公園にするっていうあの計画というか構想はおありなんでしょうか。

おありだとすれば今の話ではその中に包含されてくるというように理解すれ

ばよろしいんでしょうか。 

事務局   万願寺グラウンドの半分というところでこれは実現可能性というところで、

万願寺グラウンドの半分位東側半分が日野市ではないですけど日野市の土地

開発公社が取得しているところでございます。もう半分はですね、都市づくり

公社というところに、所有権があるところでございますので、やはり都市づく

り公社の土地利用についてはですね、住宅地化を考えているところで、もう
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前々から伺っているところですので、実現可能性としてもですね、その東側半

分、6000 ㎡ぐらいなんですけれども、そちらを公園化したいなというふうに

日野市では考えているところでございます。 

笠間委員  私は都市計画変更のことについて伺いたいんですけれども。私は、これは報告

でなくて、議事だろうなと思っていたわけですけれども、実際市民会議のお知

らせのときにも、もうバンと出ちゃったんだっていうのもあって、結局報告を

ここで質問させていただくしかないのかなっていうふうに思っています。あ

の都市計画決定とか都市計画変更とかっていう場合に私は素人ですから、詳

しいことわかりませんけれども、一応都の都市整備局がホームページで掲載

している区市町村が定める都市計画の手続きっていうのをちょっと見たんで

すけれども、10 ヘクタール未満については、区市町村が決めることっていう

ふうになっていて、そうなってくると、まず一つ目の質問ですけれども、令和

6 年 12 月から手続きを開始するとしたら、令和 7 年 5 月の都市計画審議会ま

での間に、やるってスケジュールとして書かれているわけですよね。その中で、

原案を市が作って、必要であれば、公聴会とか説明会を行う。それでそこから

の意見を吸い上げて、意見、案を作るっていうな感じになっていますよね。そ

れで整理をして、今度市の都市計画審議会にかけるっていうんですか、そうい

うような流れなんだろうなと、ホームページも見て思ったんですけれども、そ

の辺の 12 月に入ってそれから令和 7 年 5 月、このスケジュール、大まかなス

ケジュールっていうのをまず一つ教えていただきたいっていうのと、非常に

まだ、市長が１案にするのか２案にするのか、まだ選定してない段階で、12 月

っていうのはその段階ですよね。そこでもう都市計画変更の手続きを開始す

るっていうことについても含めて、なぜなのかっていうのをスケジュールと

ともに説明を一つしていただきたい。それからちょっと私いくつかあるんで、

どうしましょうか。順番に質問して答えていただいてっていうふうにします

か。 

事務局   まず、手続きのスケジュールですよね。12 月から手続きを開始するというふ

うに、今お伝えしているところなんですけれども、まず笠間委員がご指摘の通

り、原案の公告縦覧ということをさせていただきます。それは都市計画法の 16

条に沿ってということです。それについてはしかるべき日にですね説明会の

日程も出してですね、説明をするということでございます。その上で意見とか

も集約をした上で東京都と事前協議に入ります。それが今の想定ですと 2 月

ぐらいを想定しているところでございます。事前協議、正式なですね、それが

都市計画法の 19 条のものになります。そこを踏まえて、今度は原案から案と

いうことで、都市計画法の 17 条の手続きに入るというところでございまして

それについても説明会等を開催し、公告縦覧をした上でと説明会を開催する

予定となっております。そこで何もなければというか、大きな時間的なものが
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なければ、5 月に都市計画審議会の方に正式に諮問をしてそこで決定をすると

いうことで、順調にいけば 6 ヶ月と言っていたのが、そういうところでござ

います。この判断をした理由についてはですね、あの広報で都市計画変更のこ

とを周知させていただいた中で、この北川原公園の都市計画に関する意見は

ありませんでした。それを踏まえてこういう手続きに入っていきたいという

ところでございます。2 番目のなんで 12 月なのかということなんですけれど

もこれまでも直近でいうと第 8 回の検討会の中でもですね、1 案、2 案にして

もですね、南側は東京都側の下水道局用地、流域下水道局用地の土地はですね、

搬入路は当面は使わなければならないというようなことで、事務局からも説

明をさせていただいておるところでございます。その借用期間が令和 8 年の

3 月ということで、もう 1 年半ぐらいに迫っているというところで東京都、流

域下水道の方からはですね、違法性を解消しなければ、継続して貸すことはで

きないということは、もう前々から言われているようなところでございます

ので、来年の 6 月、7 月ぐらいまでに都市計画変更をしていうか違法性の、違

法性違法状態を解消した上で、借用を継続する協議に入りたいということは、

第 8 回の検討会の中でも事務局からご説明をさせていただいて、それについ

ては何もご意見等はなかったのかなというところでございます。それと広報

ひので都市計画変更をするというところで周知をした結果意見がなかったこ

こら辺も踏まえて、手続きに入りたいなというところでございます。 

笠間委員  関連しているっていうか、あれなんですけど、その原案っていうものなんです

けれどもどういう内容の原案になるのか、ここに 13 ページに、あの上に解消

案 1・２のどちらを選定した場合でも当面云々かんぬんとありますけれども、

この下に案１を選定した場合は、都市計画変更を新規の整備完了後に、再度都

市計画変更を行い南側の搬入路部分を都市計画公園に戻すと、書かれていま

すけれども、どういう内容の原案になるんですか。 

事務局   基本的にはですね、細かいところもあるんですけれども、今オレンジで塗られ

ている北側と南側の搬入路の部分を都市計画公園から外す。その部分の面積

が減るという都市計画変更になります。 

笠間委員  あとは、まだ市長が選定をしてないわけですよね。仮に市長が 1 案というふ

うに選定した場合に、ここの下に書かれているように、新規の施設整備完了後

に再度都市計画変更を行い、南側の搬入路部分を都市計画公園に戻すと、いう

ことなわけですよね。これが原案に含まれないっていうのは、やはりどういう

ことなんだろうと。ちょっとおかしいんじゃないのって私は今伺っていて思

ったんですけど。 

事務局   事務局でございます。あくまでもやっぱり 1 回は減らすという都市計画で諮

問をし、して、都市計画として外すというところをまずはやるというところで

ございます。１案になったときに、橋とかを整備して南側公園をするというこ
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とであれば、最短でも 5 年後とかになろうかなと、整備を、工事とか設計工事

とか施工も含めて考えると最短でも 5年ぐらいはかかるかなというところで、

5 年後に改めて都市計画の手続きをして南側を都市計画公園に戻すという都

市計画をするというところでございます。 

笠間委員  私はとてもリスキーな都市計画変更原案だと。今のお話を伺っていると、結局

１案なるかならないかわかんない現状の中で、１案も選定される可能性もあ

る中で、南も両方とも、都市計画変更の手続きをするというのが原案であった

ら、1 案になる可能性っていうのはどこかでやっぱり、、あのそのそれそのも

のが原案で市民に知らされ、それで、多少意見がどうなるかわかりませんけど、

それが都市計画審議会、市のね、都市計画審議会の中で議論されたら、結局、

現状のままの南と北の都市計画変更案だけになっちゃうじゃないんですか。

私はそういう受け止め方しかできない。どこかにやはり 1 案が解消案の 1 案

が選定される可能性もあるわけだから、どこかにやはりそれはきちんと今こ

うやってお話していることが、要点録の中に入るのかもしれませんけれども

やはりその辺はそのことをきちんと 5 年後に云々っていうんじゃ、もう 5 年

後は皆さん解散しているわけだし、市の職員の皆さんだってどういうふうな

状況になっているかわからないわけだから、やっぱり原案がそれだけだった

ら意味がないかなって私は思ったりするんですけど。 

事務局   事務局でございます都市計画審議会の方には正式に諮問はここから都市計画

の区域から外しますよというのが、図るべきことなんですけれどもその前段

で、ここまでの検討会の今、今の状態ですと 1 案 2 案に絞っていますという

ところはご説明はさせていただきます。1 案に決まったらそれはそれでまた報

告をさせていただこうかなと思っております。1 案であれば、両方とも都市計

画片方だけでいいんじゃないかというご意見なんですけれども、これまでも

ご説明をさせていただいたように、1 案にするにしても、南側の搬入路を使わ

ないと整備ができなかったりします。で、それを借りるには違法性を解消しな

ければ、東京都の方が継続して貸すことはできないと言われている中で、1 案

でも 2 案でも一度は両方とも都市計画の区域から外す手続きが必要というこ

とで、これまでも検討会の中でご説明をさせていただいていたところでござ

います。なので、今回、その手続きを開始するということでご報告をさせてい

ただいているところでございます。 

笠間委員  あのこれは周辺地域との意見交換会、7 月 13 日の資料ですけれども、ここの

14 ページには、工事期間中の迂回路案についてということで、工事期間のこ

とが書いてあったり、左下のところに違法性解消工事に必要な仮道の使用は、

事業に支障のない範囲で協力するっていうとの回答がありますというのが書

かれているんですよね。こういうのがある中でも、やはり、そういうお話にな

るんですか。 
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事務局   事務局でございます。やはり調査とか、工事のときにはどうしても他のルート

が必要だよというところはあるので、今の下水道用地の他の場所を搬入路と

して使う搬入路というか、仮道として使う可能性はあるんでしょうけれども、

当面設計とか協議とかする上で今の状態を継続して使っていくのが周辺の

方々にとっても、ベストかなというところで、工事のときには他の工事車両が

通るところとかですねそういうのも含めて、東京都の方と交渉はできるよう

なことは伺っていますけれども、特にここ 1 案になった後の 3 年ぐらいは設

計とか、他機関との協議の時間になりますので、その間も例えばですけども、

南側の今の搬入路は使い続ける必要があるかなというふうには思っておりま

すので、そこの手続きを進めていきたいというふうに事務局としては市とし

ては考えているところでございます。 

笠間委員  原案の中に、やはりオレンジの部分の 1 行ではなくてやはり下の、今の段階、

どの段階で市長が選定をされるのかっていうのがちょっとわからない、わか

らないんですけれども、にも関わらずも都市計画変更に入りますよって言っ

ている以上は、やはり解消案 1 の場合は云々かんぬんっていうこのくだりを

ね、どっかにやはりその部分を入れた内容にすべきじゃないんですかね。 

事務局   事務局でございます。検討会で今日の 9 回の検討会で決まれば、その旨は都

市計画審議会の方に説明をしますし、そこら辺の手続きはちゃんとさせてい

ただきたいと思っております。 

笠間委員  ここで決まれば説明をしますし、っていうこういう経過を追った中で議論を

してきて、1 案か 2 案かっていう、詰めた議論をしてきているわけですから当

然それは説明をすべきことですよね。 

事務局   はい、事務局です。そこも含めて説明をさせていただこうと思っております。 

笠間委員  それは必ずお願いしたいと思います。あとですね、北川原公園の減少計画公園

面積の減少、5600 の代替地として万願寺グラウンド 6000 ㎡っていうふうに

ありますけれどもこれ追加して同時にやるっていうことについては、要する

にその万願寺クラウドっていうのはどういう位置づけの場所になるんですか

例えば北川原公園一部代替地とかね、そういう表現になるのか、よくわかんな

いんですけど。 

事務局   別の名称が付きます。 

笠間委員  別の名称が。それで、いや、仮にここで都市計画公園として万願寺グラウンド

がなった場合には、北川原公園の方の南側が 1 案になって南側が公園用地に

なった場合に、一方で 6000 ㎡のあの万願寺グラウンドが決まったと、都市計

画公園と。それで、今度は南の方が公園用地になるというふうになった場合は、

そこで都からというのかな、縛りはないんですか。戻すにあたって縛りはない

のか。縛りっていうか、ないんですかね。うん、万願寺グラウンドを都市計画

公園にしちゃうと、北川原公園のごみ搬入路っていうふうになっている部分
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を公園用地に戻すっていうこと自体が非常に難しくなるんじゃないかってい

う、そういうこと。 

事務局   東京都の上位計画でも日野市の方でも、緑を保全していく、残していく、広く

していくという基本的な方針がございますので、そこが万願寺グラウンドが

6000 ㎡で指定したとしても、それがあったとしても、別に南側を戻すことの

その制約みたいなのにはならないです。 

窪田委員  ちょっと関連しまして、万願寺グラウンドの南、今のあの南側のスペースです

よね。これを一時的に工事に使っている現在の違法状態を解消しなければな

らないので、その部分も含めて、公園から外すと、これが今言われていること

ですよね。その場合にその決定の、都市計画決定される際にですね、搬入路問

題は解決して、南側部分が公園として活用できるようになった場合には公園

に復帰するんだというようなことが明示されるんでしょうか。 

事務局   説明の中ではさせていただきます。そうですね。残ります。もう広報の方でも、

その旨はあの全市民の方に全戸配布で周知はしているところですので、そこ

は間違いなく都市計画審議会の方にも説明をさせていただいた上で、都市計

画の変更手続きを進めていきたいというふうに思っております。 

村木委員  はい、村木です。まずこの委員会は、違法性の解消を早期に結論つけるための

委員会としてやってきました。そのために周辺環境の整備は切り離して、次の

委員会に引き継ぐというような方向性で、とにかく違法性解消案をどうする

かっていうことを今年中に決めなくちゃいけないというスケジューリングの

中でやってきた議論を置いといて、とりあえずこれで出しますよっていうの

はあまりにも市の判断は安易ではないかと思います。3 月、12 月から事務手

続きを開始し、5 月を目処に都市計画審議会に諮問とありますが、本当にそれ

であれば、今年の夏ぐらいから、もうきちんと 12 月までに結論を出しましょ

うと市民会議の時間をあれしなくても費やさなくても委員会としてきちんと

結論を出しましょうというふうに、議論の進め方もあったのではないかと思

います。いずれにしろ、とりあえず、この部分を違法性解消の案として、南北

の今の、現状のところを外しますということを市がそういう話をするんであ

れば、この委員会何だったのかなというふうに、残念な気持ちでおります。私

としては、今月来月かけながらこの委員会でのきちんとした答申を出した上

で、それに沿った形の都市計画変更を、やはり出すべきではないかなというこ

とを思います。細かい質問ですけども、広報ひので意見募集をして反対意見は

ないと言いました。言っていましたけど賛成意見とかもはあったんでしょう

か、そこは一つ確認したいと思います。次に、もう一つは、代替地の手続きの

話です。これ代替地は、今すぐ決めなくてもいいというふうに、今年の我々の

委員会の議論の中では言っていて、一旦どういった形で都市計画変更するの

か、周辺の公園整備も含めて、代替地としてふさわしい場所があれば、そこを
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指定していきたいというような話をしていたと記憶しているんですが皆さん

いかがでしょうか。今の川鍋さんの質問だと、都に都市計画変更の手続きをし

やすくするために、とりあえず万願寺グラウンドの跡地を代替地にしますよ

というふうにこの手続き、変更のやりやすさの点で急に万願寺グラウンドっ

ていう案が出てきたようにも思えてなりません。皆さんの意見はいかがでし

ょうか。以上です。 

事務局   一つ目の質問。反対意見はなかったというとこなんですけどもそもそも意見

自体がなかったっていうと、賛成もなかったですし、反対もなかったというと

ころで 

村木委員  反対賛成いずれの意見もなしというふうに読み替えればいいんですね。はい

わかりました。解消案を今市がとりあえず現状を、現状の状態に合わせて、都

市計画変更の手続きをすると言っていることについては他の委員の方という

ふうに思われますか。 

事務局   補足をさせていただいてもよろしいでしょうか。万願寺グラウンドについて

は、同時に手続きを入るわけではなくてですね、まずは都市計画の正式な手続

きに入る前に周辺の方々、説明会をさせていただいてから正式な手続きに入

るかどうかを判断したいなというふうに思っております。万願寺グランドの

都市計画公園に指定するということについては意見が 1 件ございまして、そ

れは反対の意見が 1 件ありました。内容からすると周辺にお住まいの方とい

うふうに認識しておりますのでそこら辺は丁寧に説明をさせていただいた上

で進めていきたいなというところでございますので、同時に出すということ

では手続き、正式な都市計画法の手続きに入るということではないというこ

とでご理解いただければと思います以上です。 

村木委員  村木ですけど今の回答に対しての質問ですが、このスライドの上の方に書か

れている、減少分の補填をあわせて実施する必要があるというのは、これは間

違いだと思っていいんですか。今の話とちょっと齟齬があると思いますが。 

事務局   そうですね。東京都との協議の中では減少分の補填が必要であるというとこ

ろは言われているところでございます。ただ、拙速に周辺の方に言ったように

まず説明はまだしてない中でという中で、そこら辺は同時並行で設定、進めて

いくというところで今は考えているところでございます。 

村木委員  ごめんなさいくしつこいですけど、都市計画変更と合わせて実施する必要が

あるっていう書き方は合っているんですか。間違っていますか。 

事務局   捉え方で、正式な手続きではないですけれどもそういう周辺の説明会を実施

するという手続きを開始するというところでございます。なので、すいません

ちょっと段階がずっと万願寺グラウンドの方がちょっと遅くなっているとい

うところなんですけれどもはい、そういう感じ。 

村木委員  万願寺グラウンドでなくてもいいし、タイミングが多少遅れてもいいわけで
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すね。 

事務局   なるべく並行してということは、東京都との協議の中では言われているとこ

ろでございます。 

村木委員  であれば周辺環境の整備の議論もきちんと委員会、別な委員会で進めた上で、

最適な場所を代替地として選定する必要があるんじゃないかというふうに思

います。以上です。 

事務局   はい、事務局としてはですね周辺環境改善の提案で、によるですね今後の議論

については進めて、来年度以降進めていきたいなというふうに考えておりま

す。そこで公園なり広場なりそういうものが必要というふうにあれば、それは

別で、追加する形でですね、都市計画公園としての指定が必要であればやりま

すし、公園の整備、そうじゃない手続きもありますので、ただ、都市計画公園

にしなくても広場にすることもできますし、公園にすることもできますので

それは、前向きに考えていきたいというところでございます。 

井上委員  井上と申します。この反対意見も賛成意見もなかったという広報ひの特別号

っていうこの意見募集は私、見てなかったような気がするんですけれど、落と

してしまったかもしれません。そもそもが都市計画変更っていう最大のター

ニングポイントというか、これをやったらもうもう絶対変わらないっていう

くらいの認識で私はいます。いま１案も２案も都市計画変更が求められるっ

ていうことは承知しています。ここまで一緒にやってまいりました。だけど、

ここで急にその 12 月にそれを確定させて、5 月にはなんでしょう。諮問です

か。諮問会議にかける、審議会にかけるっていう、こういうステップを、笠間

委員からも村木委員からも、突っ込んだ質問が出ているっていうことは、私も

ちょっとちゃんと見てなかったっていう部分もありますけど、それだけ突っ

込んだ質問が出るっていうことはね、やっぱりすごく重要なことでありなが

ら、一部のところでも確定しているっていうことにとても疑問を私は抱きま

した。そもそもが、私は都市計画変更そのものに反対しています、ていうのは

もうここまで来たら仕方がないのかなと。もう、ごみのトラック入ってきちゃ

っているし、搬入路の都市計画変更をして、どちらかの１案か２案かに決めて

早く決着した方がいいのかなっていう心境にはなっていたんですけれど、や

はり、他市のごみを燃やしてその一方に集中して日野市のプラスチックごみ

でも、南側に、南側じゃなくて北側に集中させるっていうことには、やっぱし、

絶対反対っていう声がやっぱり出てきているんですね。しかもある方から新

石自治会の方ですけれどもやはりそういった公害、大気汚染も水質汚染もそ

うですけど、関心をお持ちの方からいただいたデータによりますと、ダイオキ

シンがね、やはり情報公開で資料を見ましたところ、ダイオキシンというのは

800℃ぐらいの焼却炉の温度がないと、ダイオキシンが発生するっていうこと

はもう以前からもその化学工場と言われる焼却炉からは出ているっていう話
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は聞いているんですけど、それがあの管理用通路の用地付近で最大値にある。

南側の公園の高圧線のところが一番数値が高い、ダイオキシンの数値が高い

ところ。これは夏の季節ですけど冬の季節は、百草郵便局が最大なんですけれ

どね。そういうところに、公害というか害があるものが、より多く発生すると

ころにさらに北側のところに 3 市のごみと日野市のプラスチックゴミのトラ

ックが集中する、これの弊害っていうのは、やはり、私達は大気汚染を測定し

ている関係からしたら、やはり共同処理についてはきちっとここで、やっぱり

反対っていう表明をしておきたいと思います。これはやっぱり皆さんが 1 案

2 案でいいんじゃないのっていうことで、どちらか決着を求めるような形に今

なっておりますけれども、やはり私はそこんところはあくまでも、共同処理に

ついて反対という立場を表明しておきたいと思っております。それとですね、

今の具体的に都市計画変更っていうことに対して、ひとたび変更されれば計

画決定と同等の扱いでとても難しい。これを覆すのは難しいっていうふうに

聞いておりまして、そこのところが、結構いとも簡単に１案２案かどっちかに

なればこうやって変えればいいんですよみたいな話になりましたけれど、そ

こら辺が、笠間委員からもご指摘があったように、そう簡単にはいかないでし

ょうというようなことは、5 年後には委員さんみんな変わっているし解散して

いるし、担当の部署の方もいないでしょうし、それを考えたら、何かここでと

ても責任を感じる、委員として、すごくその重みを感じます。以上です。 

江藤委員  江藤です。あのちょっとうまく説明できるかわかりませんけれども、先ほど自

分の感想で、市民会議で感想でも言った通り、委員会としては、ちょっと私は

正直反対ではあったんですけれども委員会としては、1 案を押している形で、

打ち出して、その結果、ほとんど大半の賛同は得られなかったっていうのは、

本当にちょっと考えなきゃいけないなと思っています。かつ新石自治会の皆

さん、自治会の皆さんが新石の住民の皆さんの意見を全てだっていうことで

はないことには注意しなきゃいけないですけれども、皆さんも、あの賛同して

いただけてないっていうのは、もう紛れもない事実であって、1 年間これだけ

の人数が集まって、ああでもないこうでもないとやって出したものが、それほ

どの説得力を持ってないっていうことでそれは受け止めなきゃいけないなと

いうふうに思います。私は元々このルート、最初の中学校区の説明会で見たと

きに、3 市のごみを生活道路から引き剥がして円滑に焼却施設まで運ぶってい

う、これも命題というか絶対マストな条件ですよね。それを達成するためには

非常に合理的なルートに見えました。これのどこがいけないんですかってい

うようなことも言ったんですけれども、で、こういう検討委員会が催されると

いうことで、ちゃんと背景とか、いろんな今までの時代背景も知った上でもう

一度考えたいなと思って立候補したんですけれども。なので私は割とフラッ

トに私もいろいろ知恵を絞って、これを、これ以上の地元の人たち、市の全域
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の人たちが納得するようないい案が出れば素敵だなと思って一生懸命やって

きましたけれども、結論、少なくともこの 1 年の我々の活動では、これを超え

るものはなかったっていうふうに、認めた方がいいんじゃないかなと思いま

す。昭和五十何年にここに迷惑施設受け入れてもらうために、良い環境にして

いきますよという約束をしたんだと。それが果たされてないんじゃっていう

ことなんですけど、その約束をしたのは、その当事者は、約束されたのは、新

石の皆さんですよね。この何十年間約束を反故にされてきたのも、新石の皆さ

んですよね。本当に狭義の極論一番狭い意味での当事者は、やっぱりすぐ近く

で毎日クリーンセンターと一緒に生活している皆さんであって、どこまでい

っても、私も含めてですけれども、言い方悪いですけど、外野だと思います。 

いいですか、すいません。この間の市民会議の中でも、やっぱりあの、地元の

人の意見を尊重すべきだっていうのはあって、本当にその通りだなというふ

うに改めて思いましたので、こうやって毎回参加していろんな意見を聞いて

くださっている中で、やはり賛同していただけないっていうのは、そういうこ

となんだなというふうに、思っております。なので、ちょっと議題が取れたの

かもしれないんですけど、この検討委員としては、２案ですというよりかは、

２案を超えるほどの良案は出せませんでしたと。ただ現状は約束が守られて

ない状況で、今後この地域のためにより良い環境にしていくと南側がどのよ

うになるのかっていうことがまた決まった段階で、これで OK だっていうこ

とではなくて、今後引き続き環境改善に努めて知恵を絞ってくんだっていう

ことを改めて確認したということでいいんじゃないかなと思います。以上で

す。 

地元    すいません。自治会の川久保と申します。私も最初からは加わってないんです

が、自治会として途中から加わったものなんですが、どうも議論が偏っている

と思うんですね。委員会の構成メンバーでも原告団の方が、そこら辺の 4 名

ぐらい入っていまして、どうしてもあちらの方の意見が強くなってしまうん

ではないかっていうような私は危険性を持っていました。それでですね、例え

ば、笠間委員がですね、この２案に対してですね、いう交通誘導員が、賃金を

考えると、1 案 2 案とも同じぐらい 6 億円余りになるということで、それだ

けの意見で、これがぽっと載ってきちゃっているんですね。例えばこの間ので

すね、その次の資料の 5 ページ、グループの発表からっていうとこ見ますと

ですね、あの交通実際の収集員の方の意見ですね。一番安全を図るのはですね、

助手がいるから必ず降りて確認を取って、交差点とか、いろんな部分では安全

を図るということ。例えばこれをですね、2 案に組み込んだらどうなんだろう

と。それをやってもらって、例えばそういうポイントを絞っておいて必ず降り

てってなんていうか、安全を図ってもらうんだっていうことがあればこの経

費はゼロになるんですよね。0 になんかなるとすれば、片方は橋をかける予算
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全部かかる、片方はゼロで済むと、市長に二つの案を提案する際にですね、そ

ういうものを踏まえれば、２案はかかる経費がゼロですよと。今までより安く

なりますよっていうことも付け加えてですね、市長に提案していただきたい

と。私は 1 案２案にはもちろん 2 案の方に賛成なんですけれど、そういうも

のを踏まえた例えば、偏った意見だけで決まっちゃう、6 億 1000 万っていう

のはそういう部分で決まっちゃったと思うんですけど、それをこういうもの

を見直してですねこの会でも見直していただいて、市長に提案して、2 案を 1

案２案あったら二つをですね、選んで、最終的には市長に判断してもらうって

いうのは、これずっと進んできた問題だとことなんですけれど、それをあの判

断よりしやすいようにするにはですね、2 案の 0 っていうのも、ぜひ、考慮に

入れて提案していただきたい、そのように思います。以上です。 

村木委員  村木ですが、伊藤会長、今偏った委員会っていう発言がありましたけどそれに

ついての会長としてはどうお考えか、コメントをお願いします。 

伊藤会長  いろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけど、今までやってきた、委員

会の議論としてはですね、そう、偏っているというふうには思っておりません。

いろいろ考えをですね、変えていっているっていう方も当然いるし、なんかそ

の立場で議論しているというよりは、もうちょっとちゃんとした議論ができ

てきているんではないかなと思います。また、立場だけ見ればね、何かちょっ

とそういう偏りを感じられるのかもしれませんけれども委員ではないけれど

も、川久保さんにもご発言いただいていますしねこの、この会の議論が偏って

いるという認識は、を持っておりません。 

でですねちょっと質疑からどうしていくのかっていう話に江藤委員の発言を

機に少しそっち側に入っていけてよかったと思っているんですけども、どう

いうふうに、２案併記で一応取りまとめたということにするのか、どうですか

ね委員会としては、1 案を提案するというような形にするのか、あるいは個々

の委員がどういうふうなことなのかをそれぞれにこう表明してもらって、特

に委員会としては決めないとかですね何かいろいろなとりあえずのまとめ方

っていうのがあろうかと思いますけれども、その辺り、どんなふうにお考えか

ですね。ご意見いただければと思います。 

窪田委員  最初にも発言したつもりですが、公園を作るっていうことについて僕は意見

を交わしていただきたいと思います。公園をつくる積極的に公園を作ってい

くっていう、そのために何をしたらいいかっていう視点を、ちょっとここでも

議論する必要があるのかなというふうに思います。 

井上委員  はい、井上です。すいません併記で二つとも 1 案 2 案とも併記で市長さんに、

持ってっていただきたいと思っております。っていうのは、どちらかに決めて

しまうっていうのは、とても責任重大だし、私の立場からすると、両方とも推

せないんですね。ですから、2 案持っていって、市長さんがどちらかを市民に
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提示して私はこの案でいきますよっていう責任を持って提示して、市民がそ

れで、大坪市長さんがそう言うんだったらいいんじゃないのっていう結論が

出ればそれはそれで、いいと思うんですね。じゃなくてここの中で一つに決ま

りましたよってなったら、私は反対ですよなんていうのはどこにも出てきま

せんから、それは、1 案、2 案どちらかに決着決めますよっていったら、はい

さよならって私はこの会場から去ります。はい、以上です。 

 

これからです。これから去ります。どちらかに決着をつけるということになり

ましたらその場から席を外したいと思っております。以上です。併記なら、併

記でお願いしますという結論にたどり着けばいいと思っております。それは

両方ともバツですっていうことで表明しますから、それですね。そういうこと

です。 

中谷副会長 私こないだの市民会議のときに、ここにニュースに書いていただいたように、

1979 年に日野市の下水道事業計画が作られ、終末処理場の反対運動が起きま

したけれど、日野市や東京都がお願いし、土地の一番低いこの地域を受け入れ

ていただきましたと。その都は環境の良い地域にしていきますと約束しって

言うふうに書いてあるんですが、私も一つね、あの市民が、下水処理施設をお

願いする市民が、地域の皆さんに感謝の気持ちを込めた都市計画ですってい

うことを、当時の広報が発表しているんですよね。で、そのことが、既に稼働

したのは 90 何年だったかと思うんですけれど、30 数年たったけれども、まだ

約束が果たせてないとどういうふうな環境、どういう貢献、公園を作るべきな

のかっていうことがやっぱり議論の出発点で、公園の中にごみ搬入路を作る

のはどうかとこれ何とかしなきゃいけないっていう私達の裁判の原点でもあ

るんですよね。私市民会議が終わった後、他の下水処理場、水再生センターは、

ではどんなふうな公園作られているのかって例がないのかっていうことでち

ょっと見てきたんですが、それは後でファイルちょっと配らせてもらっても

らいもらいますけれど、足立区の都立中川公園って、中川水再生センターの処

理場の上に作られた公園なんです。これ 86 年ですから一足先に作られた公園

なんですけれど、単なる処理場の上の広場ということよりも、しっかりした

木々が、樹木が根を張って、そして市民の憩いの場となっているっていうよう

な公園になっていました。私はね、これ都立の公園ですから、東京都が作った

公園ですからね処理場の上に作った公園ですから、財政的な規模だとかそう

いうことも違うとは思いますけれどしかし私は、今から 79 年ですから、もう

40 数年経つんですかね、その当時行政が約束したということは、本当にこの

地域が環境の良い地域になるようにということでね、約束したものはこうい

うものであったんではないのかなっていうことを、つくづく思いました。ごみ

搬入路の問題が、単に手法が違法だとか、法律に違反しているとか、そういう
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ことだけを問題にしているんではなくて、本当に市民 18 万の市民が日々お世

話になっている。そしてもう 30 年も 40 年前に約束したことを、この問題を

機会にみんなが議論してね、いい環境を作ろうと、そのためにはどうすればい

いのかっていう議論がやっぱり基本にないと、なかなかね、技術的にどれがい

いのかとこれで行き詰まりだと、これしかないんだというような話では私は

ないというふうに思っているんです。できればですね、この検討会もせっかく

作られたわけですから、他の公園どんなものを作られているのか日野市内の

公園だってね、私は北川原公園にないもの、地域の皆さんに感謝し本当に憩い

になっているところがあると思うし、東京都内では、ここに行きましたけれど

ね、やっぱり地域への感謝、嫌悪施設だと言われているところを受け入れても

らっている。で、車の出入りにしても、道路から地下を通って、施設の中に入

るような工夫もなされているとか、それから、排気についてもね、公園の中方

には流れないような工夫もやられているように思いました。そういうふうな

ね、それにしては、あの今の北川原公園の、あるいは状況というのはね、こな

いだも実際上に行ったけれども、草がぼうぼうになっている。本当にね本当に

これ感謝されつつ感謝の気持ちを込めた公園なのか、日野市民としてどうな

のかとそんなふうにも思いました。まだ時間が少しあると思いますのでね、ぜ

ひどういう公園を作るのかっていうことについて、地元の皆さんにもぜひ意

見を出してもらって、検討会の方向をまとめていただければなとそんなふう

なことを感じています。ちょっと長くなりましたが。工場用地を買い取って、

本格的なもう一つ下水処理場と拡張するっていうことになりましたので、お

そらく B 地区はもうそのまま下水道用地の上の公園として使われるんだと思

いますけれど、暫定的に使うとしてもね、あのままじゃなくて、もっと使い方

は、私はあるんじゃないかと思うんです。同じ東京都民でありながら、ちょっ

とねこれだけ違うというのはね、やっぱりね市民として一緒に考えないとい

けないんじゃないかなというようなことも思いました。詳しく調査している

わけではありませんけれど、ちょっと見てきただけで、そういうふうな感情感

じをいたしました。あの、現地の公園事務所の人に案内してもらって見てきた

んです。ちょっと回しますので、またご覧になっていただければと思います。 

伊藤会長  別にまとめるというわけではないんですけれども、やっぱ市民会議のときに

一番そうかと僕が思ったのは、青写真がないのに、決められないよ。今草ぼう

ぼうですから、別にそんなに人があっちで遊ぶわけでもないしそんなお金か

けてあっちに行く必要があるのみたいな確かにそういう正直言えばそういう

ことがあるなと。最初からもうちょっと広い範囲で公園の整備も含めて、この

会議でセットで議論しないと、うまく話がまとまらないのかなという思いは

あったんですけど、窪田委員が言うように具体的にそういう公園の話が今中

谷委員の言うように、議論がしされていたわけではないということがありま
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すよね。そのことと、もう一つは江藤委員がおっしゃったように、なかなか 2

の現状を超える説得力のある案を、にたどり着いてなかったんだということ

を真摯に受け止めるっていう話がありましたけれども、もしかしたら、2 の改

良案みたいなものがまだあるのかもしれない。それは江藤委員がかつて何か

しら提案されたことがあったかと思うんですけど、そういうものを再度ちょ

っと見直すというのも、必要なのかもしれないとも思ったり、あともう一つは

ですね、この委員会が市長に出すべきものが、その一つに絞るのか、１・２案

の併記で行くのか、わかりませんけれども、そのプラスですね、公園の絵を描

くっていうわけにはちょっともう時間的にも、役割としてちょっと難しいの

かもしれないんだけども、どういうふうに進む、これから先を進めていくべき

なのかっていう、そこの部分に何かしら提案はないのか。つまりこのままだと

ですね、例えば市長が変わっちゃうとか、担当の人変わっちゃうとか、我々も

委員が椅子を入れ替えになるとかいろいろあると、ここで言っていたことが

繋がらないってことは往々にしてあるわけですよね。それをどういうふうに

繋げていってほしいということを要望の中に何かしら書くということは、可

能なのかどうか、というようなことも一つは、ちょっとあまり普通の委員会で

そういうことはやらないのかもしれませんけれども、あってもいいのかなっ

ていう気はします。どうでしょうか、他に何かまとめていくについてのご意見

ありました。 

淺海委員  私は検討委員会が、検討委員会として、市長に提案するものを求められて設置

されたと思っているんですね。ですから、つらい判断になるかもしれないけれ

ども、そして検討委員の中で、全員合意ではないかもしれないけれども、検討

会として、一つの結論を出すべきじゃないかっていうふうに思います。それで

先ほど井上委員が、思うようにならないという委員会を去るんだという発言

もありましたけど。そういうことじゃなく、そうですか、すいません。言いた

いことはそういうことです。だから結論を出すべきだろうっていうふうに思

います。 

村木委員  はい、村木です。淺海先生と同じで、僕も委員会としての結論は一つ出すべき

だと思います。もう最後は多数決でもしょうがないと思います。その一方で、

それ以外の意見についても、意見表明というか、こういう意見もあったという

ことはしっかり明記すべきで、この意見の否決された意見のメリットはこう

いうことがありましたよということもしっかり記載すべきではないかなとい

うふうに思います。二つ挙げてどっちか好きな方を選んでくださいって市長

に投げ返すのは、まず市長からこっちに球が来ているわけですから、その投げ

返し方としてはいかがなものかと、両論併記ではいけないんじゃないかなと

思っています。それから委員会としていろんな議論していきましたので、ここ

の意見をただ列挙するだけというのもあまりよろしくないのかなというふう
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に思っています。以上です。 

地元    議論の中でですね、二つの案に絞るということで、今までずっと来たわけです

ね。それをこの際になって一つにするっていうのもまたおかしな問題だと思

うんですよ。二つに絞ろうということ。そういうことで今まで議論してきたと

思うんです。私はそう思います。 

村木委員  間違いだと思います。二つに絞った中で最良の案を出そうというところでそ

この他たくさんの案を二つにまず絞ってみようということだったと思うんで

すがどうでしょうかね。 

伊藤会長  それをそのまま出すのかいや、やっぱりそこからさ、そこで一つにするのかと

いうのはまた判断があるとは思います。 

地元    多数決でやるとですね、先ほど言った 4 名の方の意見も、この中でやるとで

すね、1 案に偏ってしまうんじゃないかっていう危険性も私は感じ取っていま

す。以上です。 

窪田委員  この状況で今日結論を出すということは当然無理ですよね。難しいよね。私は

もう一度続会やっていただきたいと思いますが、どうでしょう。もし続会をや

っていただくということになるようでしたら会全体として、今中谷さんが提

案された先例を見てくるっていうのは、一つの学習の仕方としていいのかな

と思うんですけど、会全体として行くのは反対の方がいらっしゃるなら、有志

で見てくるのもいいかなと思います。 

村木委員  村木ですけど、事務局の話だとこの検討会をね正式な検討会を設定するにも

いろんな準備が必要だということになっていて、第 10 回をやるにしても年明

けになるというふうに聞いています。ただ 12 月 1 月の期間を、何もしないの

かっていうことを考えたら、例えば委員の中での意見交換会みたいなのを 1回

か 2 回やって、できれば一つの案に絞るとか、あるいはこちらの案がおすす

めですよというふうに集約していくための時間っていうのを別途設けてもい

いのかなというふうにも思っています。以上です。 

伊藤会長  今、1 か２になっちゃっているんですけど、第 3 の案の可能性はもうない、な

いですかね。 

江藤委員  江藤です。第 3 案、ウルトラ C みたいなのは結構考えてきたつもりなんです

けど、ないのかなといえば状況が複雑すぎて、南側が権利がそうあってってい

うところとか、いろんな状況が重なり合ってここになっているので、やっぱ難

しいんだなというふうに思うんで、第３じゃないですけど私はちょっと繰り

返しなりますけど、さっき会長がおっしゃった通り、このまま終わってしまう

のはよくなくて、窪田先生もおっしゃった通りこの公園をどう作っていくか

っていうのはやっぱり必要だっていうのはもう全員一致だと思うんです。恩

返しできているような状況ではないっていうことは多分十分ですっていう人

はいないと思いますので、公園の質ですよね。こないだ市民会議で出た通り、
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広ければいいのかっていう話もあって、日取りのよい休みの日のあの時間に

それほどの人は来てないという状況でそれはポテンシャルですよね。1 平米当

たりの質が効用がそれほどないっていうことなのでそこを改善する余地は全

然あると思うんです。人が集まって足りなくなれば面積を広げたいねってい

う話が出てくるはずであって、今ね広げればいいんだっていうわけじゃない

よねっていうのは本当にそうだなと思ったので、そういうここの環境を良く

していくっていう会議体を今後も継続していくと。30 年ごみ処理場の問題と

ともに継続してくっていうことを決めて、この現状維持しながら、やっていく

んだっていう案にプラスアルファみたいな事を私はいいなと思っています。 

伊藤会長  その場合に、1 か 2 かっていうのか、公園を作るっていうそういう状況をちゃ

んと提案しつつ、当面、その暫定 2 案で 1 を目指すみたいな。そういうくっ

つけ方はあったりしますかね。 

江藤委員  はい、江藤です。全然ありだと思う。1 案をもう消してしまう必要はないと思

っていて、これが議論が尽くされて、委員の中の多数決的な多分一案だと思い

ますのでそれ全然載せるの、むしろ載せるべきだと思います。ただ、それが大

半みんなが手を挙げていいねって拍手するような案ではないのでそれをやる

リスクっていうのはやっぱり計り知れない。5 年後に出来上がったときに、南

側は太陽光にしましょうみたいなことになったら何のために繋げたのみたい

なことになっちゃういびつな形になってしまうリスクもあるわけですよね。

そういうのも市民の皆さんは何となく感じていたと思うんですけど、なので

やっぱり、何でしたっけ。そうですね。こういう案もあってこういうのも、こ

ういう案を引き続き検討しながら、例えばこういうことが考えられる案とし

てはありましたよと南側の状況も見ながら、ごみ処理場 3 市共同の処理の状

況も見ながら、より良くしていくっていうこと、でいいんじゃないかなと。思

います。 

伊藤会長  他にもちょっと何か検討事項がまだあるので、一応とりあえず、ここの段階で

はですね、窪田委員がおっしゃったように今日ちょっと結論がどうも出せな

さそうだということがあり、しつこいですけど 10 回をやるまでにも時間があ

るので、今、見学会のご提案とかさらに意見交換をやったらどうかというご提

案とかあるので、またちょっとアフターでですね、どうやって進めるのかって

いう、そんな中身ではなくて、その間に何を挟んでいくのかっていう、そこ、

そのことをちょっと相談できたらなと思うんですが、次に移りたいんですけ

どいかがでしょう。ご異論がないようであれば次の議題に。 

金子委員  はい、金子ですけども、言うか言うまいか迷いながら話をしますけども、私は

ですね、この会は決定機関ではないと。あくまでも、いろんな意見をですね出

し合って、それをまとめて市長に報告すると、あとは市の方の責任においてで

すね、市議会もあるでしょうから議員さんの意見もあるでしょうから、そこで
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判断をしていただくと、いうふうにずっと考えてきました。ええ。従ってです

ね、別に 1 案に絞ることはないと。２案でもいいじゃないかと。その代わり、

いろんな意見があったということを、その答申書に載せてあげると、いうこと

が大事じゃないのかなと、そんなふうに思ってずっとやってきました。それが

一点。それからもう一点はですね、この会をスタートするときにですね、早期

に解消するっていう早期ってのはどのくらいを市は考えていたのかなと。私

は個人的にですね、少し長すぎるんじゃないのかなと。もっと早く結論を出し

てね、それで市長に答申をして市の方で進めてもらえればいいんじゃないか

なと思っていたもんで、それがずっと気になっていたんです。それが 2 点目

ですね。従ってですね最終的にはできるだけ早くもう終わりにしてもらいた

いと、私自身もですね、なったときにはですね、違法問題を解消することだけ

だと思ってきましたので関連する公園についてですね、あれこれ話すのは結

構ですけども、私自身にはそんな知見もありませんし、もう早くですね、この

会議をまとめて終わりにしてもらいたいというふうに思っておりますので、

一言言わせていただきました。以上です。 

伊藤会長  いたずらに延ばすつもりはないんですけれども、ちょっとやっぱり拙速に終

わらせるとちょっと悔いが残りそうなので、ギリギリのところで何とか進め

させていただきたいというふうに思います。 
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3. 議事 

事務局   では次まいります。資料の方ですね、15 ページ以降は、もう既にあの流れで

お話をいただいているところでしたのでご説明は割愛しますが、15 ページ目

がこれまで何度も繰り返し共有してきた方針の話があってその上で、16 ペー

ジ 17 ページが、①②案のかなり端的にまとめたような、あの資料を持って皆

さんにご議論いただきたかったというのが 17 ページまででございました。こ

こまでお話はされてきたところですので、次が 18 ページの 3 の(2)ですね周

辺環境改善の提案についてということで、市民会議でもご意見いただいたと

ころがございましたので、ここにはそれを集約した、整理したまとめたものと

いうことで 1枚作ってございます。左上が北川原公園と河川敷エリア構想で、

ピープルミーツネイチャーというのは、淺海先生のまとめていただいたもの

で四つの基本方針というのがあって、時計回りに行きますと右側が河川敷の

活用、次が浅川両岸を繋ぐ人道橋の設置で、やはりこの辺は検討会でも、繰り

返し議論されてきたものが同じような発想アイディアがかなり出てきている。

ちょっと特筆すべきところをいくつかピックアップすると、あの立地を生か

したアクティビティ創出とかですね、左側の北川原公園の将来像というとこ

ろでは、プレーパーク、水の遊び場とかバーベキューとかキャンプ場とか、そ

ういうキーワードが出てきていて、市民の広い知見の中では、ソフトどう使う

かという議論もいくつか出たのが変わったところかな思いました。右側戻っ

ていくと地域資源の活用で、元々あったものを生かしていくと、新しいもので

開発めいたものに、あの傾倒しないようにということは大きくご意見があっ

たかなと思います。下の方が川沿い遊歩道整備で、ここはせっかくの環境があ

りながら歩ける空間に乏しいというのはかなりのご意見があったところで、

どういった資源を繋ぎながら歩ける空間を作っていくかということで遊歩道

化というキーワードも出ました。左下が、あの雲マークですけど構想を進める

際の配慮事項ということで、やはり地域住民の生活環境の維持とか、しわ寄せ

が行かないようにと安易にあの人が集まるような賑わいを呼ぶような施設を

作ってしまって、またそれが問題化しないようにとかそういうご意見もござ

いました。あとは他市の人への維持費の負担とかですね方策の検討とかって

いうことがございました。で、かなりこれ細かくはちょっと時間取っちゃうの

で、まとめるとそういうことでした。ここをまた会長の方に預けます。 

伊藤会長  ニュースというか、ニュースの方には各グループごとであの出たものが、7 ペ

ージ以降出ていまして、今説明していただいたのはそれを全体に 1 枚にした

ものなんですけれども、この部分ちょっと進行していただいた淺海委員の方

から感想など何かありましたら、つい補足とかあったら、何か一言。 

淺海委員  全体をニュースの方で言うとどこだったか、10 ページの下の方ですかね。共

通項っていうところでまとめてあるところがあって、どのグループもここに
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書いてある三つのことについては、同じような発想でアイディアが出された

のかなというふうに思っています。それで今事務局の方から説明があった 18

ページのところのものは、個別のそのときに出たアイディアも含めて全部書

かれているっていうことになるんですけれども、個別のことについては今、も

う少し詰める必要があるだろうというふうに思っています。ただ、考え方とし

て、例えば河川敷の活用だったり浅川の両岸を繋ぐだったりとか、地域資源を

生かすだったりとか川沿いの遊歩道整備だったりとか、北川原公園の両方の

構想を描いてっていう、そこら辺の考え方は方向性については、出されていて、

それに沿って具体化をどうやって進めるかっていうのが今後の課題ではない

かというふうに僕は捉えています。 

伊藤会長  はい、ありがとうございます。何かご意見がありましたら。よろしいですか。

時間もあれなんで。 

井上委員  井上でございます。構想ということじゃないんですけれど、井上と申します。

以前に元の焼却炉のことについては、この前の市民会議の中でもちょっと出

たと思うんですけれど、いつ撤去するのかっていう案が案というか意見があ

ったと思うんですけど、こういう構想を練って素晴らしいはい、なんていうん

ですか、エリアなんだ、公園整備構想っていうのは、とてもいいことだと思う

んですけれど、やっぱり、元々のその焼却炉は先送りして、どんなに素晴らし

い、その庭園のような公園を作ったとしても、ちょっと、ちょっと違うんじゃ

ないかなっていうのは、やっぱり焼却炉の古い方を早く撤去してもらいたい

っていうのは、ちょっと私ここの場では、公園構想私頭の中にないもんですか

ら、ちょっと意見は言わなかったんですけど、やっぱりそこんところをちょっ

とそれをなくした上で、構想していただきたいと思います。以上です。 

事務局   事務局でございます。旧可燃処理施設の撤去については早期にやっていくべ

きだということで、市としては認識しているところでございます。ここに掲げ

られている内容、目指すべきところはですねまずはやはり浅川沿いでいきま

すと、遊歩道化とかいろいろありますけれども、今の資源ごみとかの回収ルー

トが多摩川に行かないとそういうことができませんので、まず優先度として

は、可燃ごみ旧可燃ごみ施設の撤去というものをやってからこういうものが

実現していくんだな、だろうなということで、そうじゃないとこういうものが

できないなということで市は認識していますので、なるべく大きなお金がか

かることですので、来年からというわけにはいかないですけども、なるべく早

く実現できるように取り組んでいきたいというふうに思っております。以上

です。 

淺海委員  この中で出ている中で、お金かけなきゃできないことと、お金をかけなくても

できることってあると思うんですね。だから最終形はお金を全部かけて整備

して、それからスタートということの考え方ではなくて、可能なところは、ソ
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フト面でやっていくとか、それがあの社会実験になって、将来のお金をかけて

整備することにも役立っていくっていうそういうようなサイクルで考えた方

がいいんではないかなというふうに思います。 

事務局   はい事務局でございます。今までこの周辺環境改善についての提案をこの会

としても提案していくということを受けていましたので、市としても今後そ

ういう会議体を設けて引き続きやっていくように今準備もしている準備とい

うか、できるような体制作りとかも考えているところでございますので、引き

続きこの前の議論でもあったように、これは引き続きやっていく、公園がどう

いうものになるのかも含めてですね、そちらの会議体で引き続きやっていき

たいなというふうには考えているところでございます。以上でございます。 

事務局   では資料の最後のスライドでございます。19 ページ、今後の予定というとこ

ろで。今ご議論いただいたところが本日第 9 回検討会でございます。で、今日

の動向に応じて次どうしようかということで作っていたのがこの 1 枚なんで

すが、第 10 回を開催する場合ということで点々で書いていますが、いずれに

しても、どこかで市長に報告しなきゃいけないタイミングを図っていくとい

うことで、そういう時期を迎えているということでご理解いただいてですね、

第 10 回のあり方というかどういう検討会を第 10 回行うか、第 10 回が必要な

のは間違いなさそうですが、ちょっとそこを今、そこを決めていただくことに

なります。お願いします。 

伊藤会長  第 10 回っていうのはかなり形式的な想定なんでしょうこれ。もう結論がある

程度ちゃんと出ているみたいな。そうするとそれまでの間に実質的な何かや

っぱりもうちょっと詰める場を作らないと、いけないということのようだっ

たので、それをちょっと時間がまた小 1 時間この後、ざっくばらんに何や見

学会もやるのか、あとちょっとまた集まりを持つのかって、いつ頃持つのかっ

ていうことを、ちょっと意見交換したいと思うんですけど。 

事務局   はい、事務局でございます。今日のご議論をいただいて、やはり今日では全然

終わって結論が出てないということで10回を今想定しているところでござい

ます。先ほど村木委員の方からもありましたけれども、開催するにあたっては

あの広報で周知をして傍聴の方も使わなきゃならないということで、すいま

せん 2 月で今調整を事前にさせていただいているところでございますので、

引き続き検討会開催されたときにはご参加いただいて、もう最終的に結論を

出さなければならない時期に迫っていますので、そこら辺はご協力をお願い

したいと思います。以上です。 

淺海委員  2 月は全員が正式な集まる場ってことなのかもしれないんですけど、一番気に

なったのはやっぱり都市計画審議会のスケジュールとの兼ね合いで、ここを

どうやって動かすのかっていう点が気になっていて、ちょっとそれは今この

場で、どうすればいいってすぐ出ないかもしれないので、少しその辺、点も含
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めてこの後議論できればいいかなというふうに思います。 

事務局   すいません、定刻４時になりましたので、すいません長時間にわたりご議論い

ただきありがとうございました。今後の予定ですけれども今回、次回の検討会

もあるということで年明けの 2 月に、になろうかというふうに予定しており

ますので、今後、委員の皆様については調整の方をよろしくお願いしたいと思

います。また日程が決まれば改めて開催通知をお送りしたいと思います。一応

検討会は、ここで終わりということで、この後ちょっと今後のスケジュールみ

たいなところも含めて、残っていただいて、ご議論をいただければと思います

2 時間ありましたので、休憩、休憩を 10 分程度取らせていただいて、再度お

集まりいただければと思います。開始は 4 時 10 分でよろしいですかね。4 時

10 分頃を目処に戻ってきていただければと思います。本日はありがとうござ

いました。 

 


